
 

個 人 質 問 議会事務局 

処 理 欄 

令和４年８月１９日   ９時００分 受付 

質 問 順 位  第 １４ 番 

武豊町議会議長 石原 壽朗 殿 

武豊町議会議員 青木 宏和 

一 般 質 問 の 通 告 に つ い て 
令和４年第３回武豊町議会定例会において、次のように質問したいから通告します。 

質 問 事 項 質問の要旨(具体的にご記入願います) 

1.町指定文化財

について 

【趣旨説明】 

 武豊町の指定文化財には、県指定文化財として壱町田湿地植物群落や

堀田稲荷の算額があり、町指定文化財としては、八幡社のクスノキ群や１

１区の所有する山車などがある。また、令和３年４月には庄屋屋敷三井家

住宅が町指定文化財に指定され、本町では初めて建造物への指定を行い

ました。 

 壱町田湿地植物群落では、「壱町田湿地を守る会」のご協力により、保

護・保全や維持管理などを行っていただいています。そして、７月から９

月の５日間程度一般公開を行い、多くの方に見学していただいています。 

 庄屋屋敷三井家住宅では、「三井家住宅を護る会」のご協力により、保

護・保全や維持管理などを行っていただいています。そして、毎月２回（第

２・４日曜日）に一般公開を行い、多くの方に利用していただいています。 

 本年度、三井家住宅では、文化財補助金交付要綱に基づき補助をいただ

き、「本宅屋根全面板金張り替え工事」「外壁塗装漆喰補修、外壁鎧補修工

事」が行われました。 

 しかし、庄屋屋敷三井家住宅は個人の所有となっており、保護・保全や

維持管理などに多額の費用がかかります。長期わたり文化財を保存して

いくためにも、文化財補助金交付要綱などを見直す必要があると考えま

す。 

 そこで以下のとおり質問させて頂きます。 

 

【質問事項】 

①町指定文化財に指定する基準はどのようになっているのか。 

②歴史民俗資料館には、三井家より寄託された古文書など約４０,０００

点におよぶ郷土の歴史・文化・産業に関する資料を収蔵していますが、

この資料をどのように利活用しようと考えているのか。 

③武豊町では、文化財に対する固定資産税はどのようになっているのか。 

④文化財を保存していくために文化財補助金交付要綱に基づき補助を行

っていますが、最近では木材の高騰など修繕にも多額の費用が掛かり、

また、補助対象経費の２分の１を集めることも困難になってきている

状況です。文化財を保存するために文化財補助金交付要綱を見直す必

要があると思うが考えは。 

⑤武豊町として三井家住宅をどのように活用しようと考えているのか。 

 

 


